玖珠町水道事業浄水施設等運転管理業務委託仕様書


1. 目的
本業務委託仕様書は、玖珠町水道事業（以下「委託者」という。）が管理する取水施設、浄水場及び配水施設等（以下「浄水場等」という。）の運転管理を円滑に行い、その施設及び付属する機械の適切な維持管理を目的としている。
また、業務の委託を行い、各種提案を得ることで、浄水場業務の見直しを図ることも目的としている。

2. 業務の履行
受託者は本業務仕様書及び契約書等その他関係書類に基づき誠実かつ安全に浄水場及び水道施設の維持管理及び運転を行い、施設機能を十分発揮させるとともに従前の給水状況同等以上の浄水処理を行う。
また、受託者は必要に応じて委託者と協議し業務を円滑に履行しなければならない。
	
3. 業務の履行場所
大分県玖珠郡玖珠町大字山田3135−5外
業務対象とする施設
1 陣ケ台浄水場
2 内帆足浄水場
3 北山田浄水場
4 その他揚水施設、水源地、導水路

4. 業務期間
業務期間は、令和８年４月１日から令和１１年３月３１日までの３年間とし、契約締結日の翌日から令和８年３月３１日までの期間、受託者の習熟期間を設けることとする。
尚、習熟期間の費用は受託者が負うものとする。

5. 受託者の責務
受託者の責務を次のとおり定める。
（1）  受託者は、常に善良なる管理者の責任をもって、業務を履行すること。
（2）  受託者は、労働安全衛生法等の災害防止関係法令の定めるところにより、常に安全衛生の管理に留意し、労働災害の防止に努めるとともに、安全衛生上の障害が発生した場合は、直ちに必要な措置を講じ、速やかに委託者に報告すること。
（3）  受託者は、浄水場等の構造、性能、系統及びその周辺の状況を熟知し、浄水場等の運転に精通するとともに、業務の履行にあたって常に問題意識をもってこれに当たり、創意工夫し設備の予防保全に努めること。
（4）  受託者は、豪雨、台風、地震、渇水その他の天災及び浄水場等の機能に重大な支障を生じた場合に備え、連絡体制を整えること。
（5）  受託者は、地域住民と十分に協調を保ち、業務の円滑な進捗を期すること。
（6） 　受託者は、契約満了または契約の解除により受託者が変更になる場合は、業務の引継に協力すること。

6. 従事者の配置及び届出と職責
浄水施設で業務に携わる者を次のとおり明らかにすること。
受託者が配置する従事者は受託者側が直接雇用する正社員であることとし、従事者の名簿及び雇用関係の証明書を委託者に提出すること。
また、異動、退職による人員交代が生じた場合も同様とする。
（1） 　受託者は、従事者を選任し、資格を要する職責者については、素明する資料を付した上で、委託者に届出るものとする。
（2） 　受託者は本業務に携わる従事者に対し水道法第21条第1項に基づく健康診断を受診させ、その結果を委託者に報告しなければならない。
（3） 　受託者が配置した従事者について業務の履行上著しく不適格と認められる場合は、委託者及び受託者が協議の上、当該従事者を変更することができる。
（4） 職責の基準及び有資格者の基準は次のとおりとする。
	従　事　者
	総括責任者
	・水道技術管理者又は水道施設管理技士（浄水施設管理技士３級以上）の資格を有し、且つ浄水施設の運転管理業務実績を1年以上有する者

	
	主任技術者
	・浄水施設の運転管理業務実績を１年以上有するもの又は水道技術管理者、浄水施設管理技士(3級以上)のいずれかの資格を有する者


（5） 総括責任者の職務責任は、以下のとおりとする。
1 　総括責任者は、技術上の業務全体を統括する責任者として、業務従事者の指揮、監督を行うとともに、技術の向上及び事故の防止に努めること。
2 　総括責任者は、受託者側の連絡窓口であるとともに委託者と協議及び連携を図り、現場業務の適正かつ円滑な遂行を図ると共に、委託者の求める計画書、報告書・マニュアル・業務協議等について受託者を代表して説明、発言できる責任者的立場であること。

7. 労働安全衛生管理
（1） 受託者は、労働安全衛生法の規定により、従事者に対して、定期又は臨時の健康診断を実施し、従事者の健康管理に努めなければならない。
（2） 受託者は、委託業務開始前及び新たに就任する従事者に対して、水道法第２１条に基づく健康診断（以下「当該健康診断」という。）を行い、陰性の結果を委託者に提出しなければならない。また、６か月ごとに１回以上、従事者に当該健康診断を実施し、その結果を委託者に提出しなければならない。
（3） 受託者は水質保全の為、浄水場等に30日以上入場する従事者以外の者に水道法施行規則第16条に基づく健康診断(腸内保菌検査)を受診させ、陰性の結果を委託者に提出しなければならない。その際の費用負担は受託者のものとする。
（4） 受託者は、従事者に感染症等の疑いがある場合は、従事者の変更を速やかに行い、安全衛生管理の徹底を図らねばならない。
（5） 受託者は、業務上危険が伴う作業について、従事者に対し常に労働安全向上の指導を図るとともに事故の防止に努め、その一切の責任を負うものとする。また、受託者は、安全管理組織表を作成し、委託者に提出しなければならない。
（6） 従事者は、危険な作業を行う場合は、関係法令を遵守し作業の安全を図らなければならない。

8. 教育及び訓練
（1） 受託者は、従事者の育成を図り、従事者の資質・技術向上に努めること。
（2） 受託者は、従事者に対して、業務に係わる浄水場等の運転管理、保守管理、水質管理、安全、保全、保安に必要な知識及び技能に関する教育を年１回以上実施すると共に、その予定を年間業務実施計画書に記載すること。
（3） 受託者は作業、維持又は運用に従事する者に対し、事故その他災害が発生したときの処置について、危機管理マニュアルを作成し、実地指導、訓練を行うこと。

9. 貸与品、事務室等の使用
（1） 車両を除き、受託者は、業務遂行上必要とする完成図書、器具、工具等は委託者にその使用を報告することで使用することができる。
（2） 貸与品については、その保管状況を常に掌握し、毀損、盗難、紛失等があった場合には受託者が弁償することとする。経年劣化等が理由により使用不能になった場合の弁償は不用とする。
（3） 貸与品が使用不能となった場合にはその都度、再度設置するべきかどうかを委託者と受託者で協議し対応する。その際購入責任についても協議する。
（4） 受託者は、浄水場管理棟の一部を事務室等として無償使用できる。その際は受託者の責任において維持管理、補修を行うこととする。
（5） 事務室等の既存機器使用に伴う光熱水費は無償とする。
（6） 現場対応及び夜間・緊急対応用に携帯電話１台を無償貸与する。その運用は契約締結後協議する。
（7） 上記の使用において、著しく貸与物が磨耗する場合や、その使用によって光熱水費や維持費の負担が高騰した場合は、その貸与を取り消すこととする。また、著しい範囲とは、過去３年間の消耗品費又は使用量と比較して１１０％を超える場合をいう。

10. 整理整頓等
受託者は、施設建物及びその周辺を常に清掃し、不要な物品等を整理しなければならない。また、委託者による確認を受けた上で、月報にて報告及び必要に応じて改善する。

11. 従事者の服装等
従事者は安全かつ清潔な作業服を着用し、名札を着用しなければならない。また、訪問者及び電話の対応においては、相手に不快感を与えないなど、態度等には注意しなければならない。また、従事者が使用する安全対策器具類は、受託者の負担とする。
また、衛生上の関係から作業服の汚れについては常に注意し浄水を汚染することが無いよう十分留意する。

12. 火災の防止
受託者は、浄水場等の火災の発生を未然に防止するため、火気取扱責任者を選任し、火気の正確な取扱及び後始末を徹底すること。

13. 侵入者の防止等
（1） 受託者は、施設内への不審者の進入防止について、十分に注意しなければならない。また、業務の関係のない者の立ち入りを認めてはならない。また、受託者は施錠、解錠の管理を確実に行うこと。
（2） １７時から翌８時３０分までは、委託者が契約する警備会社による監視及び夜警が行われるため、異常発生時は特記仕様書「５　緊急時の体制とその対応」に基づき対応を行うこと。また警備会社との連携は契約締結後、委託者を交えて協議し決定する。

14. 法令等の遵守
受託者は業務を誠実に遂行する為に次の法令、規則及び基準を遵守しなければならない。
・水道法
・水質汚濁防止法
・労働基準法
・労働安全衛生法
・電気事業法
・消防法
・その他関連法令等

15. 廃棄物の取扱い
本業務の履行により浄水場等から発生する砂・汚物等に係る産業廃棄物の処理処分及び手続きについては、委託者の指示において受託者が行い、その費用は委託者の負担とする。

16. 年間業務実施計画書及び年間業務履行報告書
受託者は年度毎に年間業務実施計画書を策定し、委託者に提出するものとする。
（1） 年間業務実施計画書には、次の事項について記載することとする。
1 業務概要に関すること
業務方針及び業務の概要については、委託者と協議した結果とする。
2 現場組織に関すること
現場組織表、業務分担表、緊急時体制表を一覧表で作成すること。
3 業務計画に関すること
年間業務工程（運転管理・設備点検）、人員配置が確認されること。
4 業務方法に関すること
業務方法・要領及び運転指標、設備点検基準（周期、項目等）を明らかにすること。
5 安全衛生管理に関すること
安全衛生管理対策、安全衛生管理計画表、研修計画表、安全衛生管理組織表
6 保全・保安管理に関すること
保全・保安教育の内容及び実施予定表
7 水質管理に関すること
検査実施方法、検査体制。
8 各種報告書様式
取水配水の日報・月報・年報・運転記録、その他文書等。
9 その他必要事項
（2） 受託者は、業務実施計画の進捗状況について、定期的に検証・評価し、業務内容の改善及び効率的な業務の推進を継続的に図ること。
（3） 委託者は、（１）の②において承諾した業務の実施体制であっても、本業務の遂行上必要があると認められるときは、改善を申し入れることができるものとする。
（4） 委託者が緊急を要すると判断した業務については、年間業務実施計画書に優先して実施するよう指示することができるものとし、受託者は委託者の指示に従い対応すること。
（5） 年間業務実施計画書を構成する作成要領を、次のとおり定める。
1 「業務計画に関すること」は、安全且つ安定的に浄水を供給するための運転計画や設備点検、水質管理等について、年間を通じて各業務計画が把握できるよう記載すること。
2 「業務方法に関すること」は、浄水場等を安定的に管理運営していくための運転指標や各設備の運転方法及び要点、巡回点検、日常点検、定期点検の内容・点検頻度・点検要領、清掃の内容・清掃の要領等、その他必要な事項について具体的に記載すること。
3 「安全衛生管理及び保全・保安管理に関すること」は、事故、災害等を未然に防止し、安全に委託業務を遂行するための安全衛生管理に関わる基準や安全衛生管理に関する組織体制等及び保全・保安管理・安全パトロール等について具体的に記載すること。
（6） 受託者は、年間業務実施計画書に基づき業務を遂行し、その年間業務が終了した際には、速やかに年間業務履行報告書を提出しなければならない。なお、年間業務履行報告書は、年間業務実施計画書で計画した諸事項に対して、その実績が明らかになるよう記載すること。
（7） 各種報告書様式は委託者と協議の上、決定する。

17. 月間業務計画書及び人員配置計画書及び月間業務完了報告書
受託者は、月間業務計画書及び人員配置計画書を策定し、委託者に提出するものとする。
（1） 受託者は、業務計画、人員配置計画について、あらかじめ委託者と協議し、月間業務計画書、配置計画書を提出しなければならない。なお、詳細な諸事項が必要な場合は、月間業務計画書に添付して提出すること。
（2） 受託者は、月間業務計画書、人員配置計画書に基づき業務を遂行し、計画した諸事項に対して、その実績が明らかとなるよう記載した上で、月間業務完了報告書を提出しなければならない。なお、月間業務完了報告書で詳細な報告が必要な場合は、資料などを添付して提出すること。
（3） 月間業務計画書、人員配置計画書を変更する必要が生じた場合は、その都度委託者と協議すること。
（4） 日報、運転記録報告書は、月曜日から日曜日までの１週間分を原則として翌火曜日に、月報は、毎月１日から月末までの１ケ月分を翌月の５日までに提出すること。
（５）各種報告書様式は委託者と協議の上、決定する。

18. 業務記録等の整備
（1） 受託者は、業務記録など業務の履行又は確認に必要な書類を常に整備し、委託者が提出を求めた場合は、速やかに提出すること。
（2） 受託者は、業務履行上で必要な諸事項について、委託者と打ち合わせ、協議等を行った場合は、その都度その内容を議事録として整理し、委託者に提出し承認を受けること。

19. 提出書類の期限
受託者は、業務の履行にあたり次の書類を定められた期間内に提出しなければならない。また、総括責任者及び従事者の届けは契約完了後から引継ぎ業務の開始までに委託者に提出しなければならない。また、指定された提出日が休日・祝祭日の場合は翌平日の午前中までに提出する。
1 年間業務計画書一式（毎年２月末までに提出）
2 年間業務履行報告書一式（当該年度終了から１週間以内）
3 月間業務計画書一式（4.8.12月の５日まで４ケ月分を提出）
4 人員配置計画書（前月の２５日まで）
5 月間業務報告書一式（当該月の末日から１週間以内）
6 業務改善提案書（毎年10月、必要に応じて随時）
7 改修提案書（毎年10月、必要に応じて随時）
8 協議書・発議書等（随時）

20. 業務完了検査
受託者は、年間業務を完了したときに業務完了届を提出し、委託者の業務完了検査を受けなければならない。

21. 委託代金の支払い
委託者は受託者に対し、委託代金の総額を３で除した金額を年額とし支払うこととする。支払いは年2回とし、以下のとおりとする。但し、端数が生じる場合は当該年度の後期支払時に精算する。
・前期業務期間：　毎年4月1日～9月30日　　　支払期限：10月末日
・後期業務期間：　毎年10月1日～3月31日　　支払期限：4月末日

22. 賠償
受託者は、業務の遂行に伴い故意又は過失によって浄水場等の機器の損傷及び停止等の影響を与えた場合、又はその他第三者に対して損害を与えた場合については、損害賠償の責めを負わなければならない。

23. 守秘義務
受託者は、業務実施上知り得た秘密を漏らしてはならない。委託業務期間終了後又は退職後も同様とする。
24. 再委託の禁止
受託者は、委託業務の全部または一部を第三者に委託し、または請け負わせてはならない。ただし、業務の一部を第三者に委託する場合、あらかじめ、書面により委託者の承諾を受けた場合はこの限りではない。

25. 管轄裁判所
この契約に関する紛争は、頭書の業務場所を管轄する地方裁判所とするものとし、受託者及び委託者は、同裁判所の専属的管轄に服することに同意する。

26. 疑義
本仕様書に定めのない事項、若しくは本仕様書及び特記仕様書等の解釈について疑義が生じた場合、その都度、受託者及び委託者が誠実に協議の上、これを定めるものとする。

27. その他
契約の条件及び業務の詳細については、特記仕様書に定めることとするが、定めのない事項については、現地説明等で確認することとし、契約締結後改めて相互に確認することとする。





















玖珠町水道事業水道施設等運転管理業務委託特記仕様書

1. 目的
この特記仕様書は、「玖珠町水道事業浄水施設等運転管理業務委託仕様書」について、特に必要な事項を定めるところにより、業務の円滑な遂行を図ることを目的とする。

2. 対象施設の規模及び位置
（1） 業務対象とする施設
1 陣ケ台浄水場
住所：大分県玖珠郡玖珠町 大字山田3135−5
計画取水量　　４，５００㎥／日
水源：玖珠川表流水、西田川表流水、地下水
浄水処理方法：沈澱➝曝気➝緩速ろ過➝塩素滅菌
2 内帆足浄水場
計画取水量　　２，０００㎥／日
水源：湧水
浄水処理方法：塩素滅菌
3 北山田浄水場
計画取水量　　６３８㎥／日
水源：湧水、地下水
浄水処理方法：普通沈澱➝緩速ろ過➝塩素滅菌
4 その他揚水施設、水源地、導水路

3. 業務形態
受託者は、業務委託仕様書３項で行う運転管理業務を次の形態にて行う。
（1） 　特記仕様書５を除く業務時間は、8:30から17:00までとする。
（2） [bookmark: _Hlk18503130]　運転管理業務は、予め届出が行われた従事者１名以上で行うこととする。


4. 業務内容
（1） 受託者が行う業務は、次のとおりとする。
1 毎日の水質確認及び管末残塩濃度測定(頻度については別記1参照)
2 [bookmark: _Hlk15310883]緩速ろ過地掻取及びろ過砂補砂作業(頻度については別記２参照)
3 普通沈澱池等の点検、清掃・配水地の点検、清掃(頻度については別記３参照)
4 植栽管理(予定範囲及びその作業は別記4参照)
5 浄水場及び場外施設等の巡回点検業務(毎日点検、月例点検、年次点検)
6 浄水場内施設及び機器の保全管理(毎日点検、月例点検、年次点検)
7 中央監視室での運転操作、流量の管理(8：30～17：00)
8 加圧・揚水ポンプ等浄水場が管理している設備の運転保全管理(月例点検)
9 濁度発生対策時のバルブ開閉管理施設機器の調整及び消耗品交換、簡易な補修及び小塗装(都度)
10 業務日誌等報告書類の作成(毎日)
11 電話・来客者の対応、　施設見学者の対応の補助
12 事故、災害、緊急時の対応
13 配水管漏水の一次対応・通報及び災害緊急通報時における委託者職員への連絡と対応
14 機械・警備警報発生時における警備会社等からの通報受付と対応
15 その他委託者が依頼する業務
（2） 前項「３　業務形態」の（１）に定める勤務時間以外の時間は、委託者が別途委託している警備会社により監視業務を行っている。但し、委託者から必要に応じて別途指示があった場合は緊急対応業務として上記の業務を行う場合がある。
日常的な水質管理については別記１にある採水箇所で指定された場所にて下記の項目を検査する。尚、水道法施行規則第１５条に定められた水質検査は委託者側が行うものとする。
1 日常検査項目
・目視確認(色、浮遊物など)、匂い、pH、水温、残塩濃度
2 月次、年次検査については委託者が行うものとする。

5. 緊急時の体制とその対応
（1） 受託者は、緊急時に備えて、非常呼び出しに応じられる体制を確立するものとし、警　　　
報発生時や委託者及び警備会社、住民等から現場確認が必要となった連絡を受けた　場合には、速やかに対応すること。
（2） 受託者は、次に掲げる事態が発生した場合、またはその恐れがある時は、速やかに現
　　　　場確認を行い、委託者に報告した上で最低限の対応を行う。対応後は経過又は結果　　を委託者に報告する。
1 業務の履行に著しく支障をきたす事態が発生した場合。
2 各設備等の故障、水質の異常及び漏水を発見した場合。
3 業務従事者等の事故が発生した場合。
4 その他安全性を脅かす事態を予見した場合。
（1） 
（2） 
（3） 委託者と受託者の連絡体制については契約後に協議する。

6. 委託者が要請する事業への助成等
受託者は、次の業務に関しその業務の助成等を行うものとする。
1 委託者側が推奨する催事への参加
2 施設見学への助成
3 非常時及び臨時作業への協力
4 水源池地元で行われる水源清掃等の協力

7. マニュアル改訂及び各種提案業務
（1） 受託者は、本業務を履行し、その内容を委託者に報告するとともに一連の流れを記した業務マニュアルを必要に応じて改訂し、提出しなければならない。また、業務を履行する際は円滑に遂行するために常に創意工夫に努め、その方法を改善事項又は提案事項として委託者に可能な限り提示しなければならない。以下の提案業務を別途定められた日までに行うこととする。
1 運転管理マニュアルの改訂　
2 業務改善提案書の作成　
3 改修提案書の作成　

8. 設備機器台帳の作成について
各施設に設置されている機器について、設備機器台帳を作成する。また、修繕及び更新工事の実施があれば都度、作成した機器台帳を更新し履歴を記録する。作成した機器台帳については、保守点検結果及び設置・更新年度をもとに設備の健全度を評価する。実施時期、対象設備範囲については委託者と協議の上、実施する。

9. 簡易修繕について
（1） 受託者は、保守点検等により発見した不良箇所若しくは、故障の発生した破損箇所等について、委託者と協議の上対応するものとする。ただし、緊急を要する場合においては、応急処置を行うとともに、委託者に報告する。
（2） 設備の簡易修繕を行う際の工具類、安全対策器具については受託者の負担とする。修繕を行う際、町保有の工具等について使用する場合は委託者の了承を得た上で使用し、使用後は必ず元の状態で保管場所に戻すこととする。
（3） 受託者が行う簡易修繕は次の通りとする。
1 特殊工具又は特殊技能・資格を要しない修理、造作
2 足場の組立を必要としない場所での錆、腐食等による剥離箇所の部分塗装及び錆防止を目的とした部分塗装
　
10. その他必要となる業務について
受託者は委託者からの要望等必要に応じて下記の業務を行うものとする。
1 浄水場等の運転に必要な薬品、備品、消耗品等の在庫調査及び管理
2 委託者不在時の物品、薬品等の搬入立会い及び伝票受付
3 委託者が発注する工事、保守業務等の立会い
4 上記③の記録、報告書の作成の補助

11. 経費の負担
（1） 本業務において発生する以下の経費は委託者が負担するものとする。
1 動力費
2 水道光熱費
3 修繕費
4 外部発注水質検査費
5 機器保守費用
6 浄水場内で発生した廃棄物の処分費
7 通信費、薬品費、材料費（砂、記録紙）保険料（建物、車輌）
（2） 本業務において発生する以下の経費は受託者が負担するものとする。
1 従事者の人件費
2 事務用品
3 作業服及び安全用具等業務従事者に係る経費
4 貸与品以外の運転管理、巡回点検に必要となる工具及び計測機器
5 運転管理、巡回点検に係る車両及び車両維持費
6 受託者が使用する電話機、インターネットの設置及び維持に係る費用
7 従事者の健康診断に係る費用
8 その他委託者との協議の上で発生する費用

12. 事業実施におけるリスクマネジメント
委託者及び受託者の責任分担を以下のとおりとする。
（1） 事業実施における浄水場等について、その水道管理者としての責任は委託者にあるものとし、本事業範囲における施設の運転・維持管理上の責任は原則として、受託者が負うものとする。ただし、委託者が責めを負うべき合理的な理由がある事項については、この限りでない。
（2） リスクの分担及びリスクマネジメントについては、別記５に示す内容に基づき、その程度や具体的内容については、別途リスク等協議書を双方協議の上作成するものとする。
（3） リスクの分散を図るため、委託者及び受託者は、保険対応可能な事項については保険加入を実施するものとする。
（4） 受託者は加入した保険について、運転管理業務計画書に記載し、その写しを添付するものとする。
13. 水量の水準
受託者が行う施設の運転において、水量水準は以下の示すとおりとする。
	陣ケ台浄水場最大配水量（令和４～６年度）
	2,385㎥／日 （令和４年度）

	[bookmark: _Hlk533518323]平均配水量
（想定する配水量）
	令和４年度
	1,884㎥／日

	
	令和５年度
	1,831㎥／日

	
	令和６年度
	1,883㎥／日

	平均取水量
（想定する取水量）
	令和４年度
	2,028㎥／日

	
	令和５年度
	2,030㎥／日

	
	令和６年度
	2,115㎥／日

	北山田浄水場最大配水量（令和４～６年度）
	 587㎥／日 （令和4年度）

	平均配水量
（想定する配水量）
	令和４年度
	489㎥／日

	
	令和５年度
	505㎥／日

	
	令和６年度
	534㎥／日

	平均取水量
（想定する取水量）
	令和４年度
	714㎥／日

	
	令和５年度
	679㎥／日

	
	令和６年度
	707㎥／日



	内帆足配水池最大配水量（令和４～６年度）
	1,622㎥／日 （令和6年度）

	平均配水量
（想定する配水量）
	令和４年度
	1,451㎥／日

	
	令和５年度
	1,421㎥／日

	
	令和６年度
	1,513㎥／日

	平均取水量
（想定する取水量）
	令和４年度
	1,458㎥／日

	
	令和５年度
	1,426㎥／日

	
	令和６年度
	1,520㎥／日













別記１　水質確認及び管末残塩濃度測定について
	項目
	基準

	浄水水質（配水池）
	水道法に規定する水質基準及び浄水濁度０．１度未満

	＊末端水質
	色及び濁りに異常がなく、残留塩素０．１mg／L以上

	陣ヶ台浄水場処理水濁度
	０．５度未満

	北山田浄水場処理水濁度
	０．５度未満


＊端末給水採取の場所：	森片平田　大隈中島　戸畑広瀬の３ケ所（毎日）
用水供給区域　１ケ所（月４回）
＊法令に定める年１回の全項目検査及び月１回行う毎月検査は、委託者が行う。

別記２　緩速ろ過地掻取及びろ過砂補砂作業
当面の間、令和６年度実績ベースを基本とする。
　陣ヶ台浄水場　ろ過地池５池　作業人員１回４人＋職員２名　月２回　半日給
　北山田浄水場　ろ過地３池　作業人員１回２人＋職員１名　月１回　半日給

別記３　普通沈澱池等清掃・配水地の清掃
	浄水場
	所在地
	点検及び清掃の頻度

	陣ケ台浄水場沈殿池
	西田川取水口
	毎日点検、都度維持管理

	北山田浄水場沈殿池等
	ツタリ水源取水口
	毎日点検、都度維持管理

	内帆足浄水場配水池
	場内
	年２回清掃




1 普通沈澱池清掃・配水地別記３のとおりとする。
2 植栽管理の予定範囲及びその作業は別記４のとおりとする。
